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【手続補正書】
【提出日】令和3年5月26日(2021.5.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に位置する複数の光源であって、２以上の側面を有し、前記２以上の側面か
ら光を出射可能に構成されている、複数の光源と、
　前記複数の光源の上方に位置する光拡散板と、
　前記複数の光源および前記光拡散板の間に少なくとも位置し、前記複数の光源からの光
の少なくとも一部を吸収して前記複数の光源からの光とは異なる波長の光を発する波長変
換層と、
　前記波長変換層の前記光拡散板側の表面上に設けられ、それぞれが前記複数の光源の上
面の少なくとも一部の上方に位置する複数の散乱反射部と
を備え、
　各散乱反射部は、上面視において、対応する光源の光軸を中心とする円形を有しており
、
　前記各散乱反射部は、上面視において、前記各散乱反射部の中央に位置する第１領域と
、前記第１領域よりも外側に位置する部分を含む第２領域とに位置しており、
　前記各散乱部材は、反射部材の粒子を含み、前記第１第部分ａにおける前記反射材の粒
子の密度は、前記第２部分における前記反射材の粒子の密度よりも大きい、発光装置。
【請求項２】
　前記波長変換層は、各光源の側面を覆う部分を有する、請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　各光源の少なくとも側面を覆う保護層をさらに備え、
　前記波長変換層は、前記保護層上に位置する、請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　それぞれが１以上の光源に接続された複数の配線パターンを含む導体配線層をさらに備
える、請求項１から３のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記複数の光源は、０．１ｍｍ以上５ｍｍ未満の配置ピッチを有する、請求項１から４
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のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記複数の光源が位置する前記基板の表面から前記複数の散乱反射部までの距離は、１
．５ｍｍ以下である、請求項１から５のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記光源の配置ピッチに対する、前記基板の表面から前記複数の散乱反射部までの距離
の比は、０．１以上０．５以下である、請求項１から６のいずれか一項に記載の発光装置
。
【請求項８】
　前記複数の散乱反射部は樹脂をさらに含み、前記反射部材の粒子は、前記樹脂に分散し
ている請求項１から７のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項９】
　頂部を有する壁部で形成される複数の領域を有し、前記基板上において前記複数の光源
のそれぞれを取り囲む区分部材をさらに備える、請求項１から８のいずれか一項に記載の
発光装置。
【請求項１０】
　前記複数の光源のそれぞれは、前記上面に位置する光反射層をさらに備える、請求項１
から９のいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記波長変換層は、前記複数の光源を一体的に覆っており、前記各光源の２以上の側面
を覆う部分を有する、請求項１から９のいずれか一項に記載の発光装置。
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